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関係区市町村長からの意見に対する事業者からの回答
意見 回答

1

環境政策について

　檜原村では、かねてより緑と清流を守るべく自然保護と環境対策に力を入れ、村づくりを行ってきた。

今回の一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置については、生活環境への影響分析予測の結

果、大気質、騒音、振動、悪臭の各項目とも、生活環境の保全上の目標（環境基準等）を満たすものであ

るものの、その数値はゼロではない。

　これまで他の自治体をリードしてきた檜原村の環境対策に鑑み、自然環境豊かな村に負荷をかけない施

設とするため、設備等については常に最新技術に注目し、最新技術が展開された際には定期更新時期を待

たずしても、速やかにそれらの部材を使用した維持管理を行うことで、常に施設の最新化を図ること。ま

た、先進的技術の導入等により、住民や観光客等に対しても自信をもって施設の公開を行い、檜原村に

とって未来に誇れる環境づくりに務めること。

檜原村の自然保護と環境対策を表した「みどり せせらぎ 風の音」を念頭に施設の維持管理を徹底いたし

ます。また、本事業は「東京における自然の保護と回復に関する条例」等により周辺の自然環境に配慮し

た計画となっておりますが、いただいた意見を参考に、未来に誇れる環境づくりを意識した官民一体の政

策として取り組んでまいります。

2

住民の不安解消について

　大気及び土壌の保全については、法令に基づく基準値以下に抑え、塩化水素については、基準値と比べ

低い自主規制値を設定している。しかし、多くの村民の間には、環境汚染や生活環境の悪化等への不安感

が解消されていないため、塩化水素以外についても基準値を下回る自主規制値を設定し、更なる抑制を図

るとともに、測定頻度についても計画回数を増加させ、モニタリングデータの常時公開等、住民の不安解

消に努めること。

大気汚染については、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準とし

て、科学的知見を基に十分な安全を見込んで環境基準が定められています。この環境基準を達成するため

に、排ガスに対する法規制値が定められておりますので、必要な調査・測定は、法律に準拠して行いま

す。しかし、本事業では地域共生が第一となりますので、地域住民・事業者・行政庁との対話で要望や妥

協点の模索を行い不安解消に努めます。

3

給水事情について

　当該処理施設は、設置許可申請書によれば毎時約１３トンの水を使用する計画となっており、これは１

日に換算すると約３１２トンもの使用量となる。この使用量は雨水、井水、湧水及び水道水で賄うとして

いるが、水道水の具体的な使用量は不明である。

　水道法第１５条第１項において「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の

申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」と給水義務を規定してい

る。

　当該処理施設の建設予定地を給水区域とする南秋川浄水場は、計画最大給水量が一日５８０トンで、現

在の一日平均給水量は約４８０トンと余裕がない状況となっている。また、取水源も貧弱で取水量を増加

させることが困難な状況である。

　当該処理施設が稼働し、多量の水道水を必要とする場合には、深刻な水不足が懸念されることとなり、

村民生活を脅かす恐れがある。よって当該処理施設に対しては、水道法で規定する正当の理由をもって給

水契約を拒否する可能性を踏まえた計画とすること。

本施設の給水は基本的に井水、湧き水、雨水を約1,000㎥の地下水槽に貯水しながら利用することで、炉

の冷却水等を絶やさないよう設計されております。そのため、上水の利用は原則水槽が不足した場合のみ

でほぼ考えておりません。上水は事務所の生活水及び消火水槽で利用いたします。

4

苦情等の対応について

　周辺住民等からの質問や要望、苦情等が寄せられた場合は、誠意を持って対応すること。

今後の事業を進めるに当っては、誠意を持って地域住民の方々に対応したいと考えています。


